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羽村市動物公園駐車場が有料に！？
　羽村市営駐車場条例が３月議会に上程され、３月１０日午前１０時からの経済委
員会で審議される予定です。
　この条例は①羽村市営小作駅前駐車場の設置と②羽村市動物公園第１駐車場、第
２駐車場の有料化について定めるものです。

①小作駅前駐車場
　小作駅前の市有地（下地図）を小作けやき協同組合に貸し付け、同組合が有料駐
車場（下写真）として収益をあげていましたが、この市有地を返還させ、４月１日
から、市営駐車場として運営し、収益は市の収入にしようとするものです。

②羽村市動物公園駐車場の有料化
　これまで動物公園駐車場は無料でしたが、
今年６月１日から、土・日・休日に限り有料とし、
普通自動車（小型・軽を含む）、二輪自動車は１日１回　　３００円
大型自動車、中型自動車（第１駐車場のみ）は１日１回　１０００円
とするものです。
　なお、これまでの第２駐車場は地主に返還し、隣に新たに
第２駐車場が設置されます。（下図参照）

市民からは、
　「最近（指定管理者で
八景島が運営するよう
になって）、動物の餌代
や『トーマス』などの乗
り物代で入園料以外に
ずいぶんお金がかかる
ようになったのに、さ
らに、駐車料金の負担
も増えるの！？」と疑
問の声が出ています。

　料金はこれまでと同じで、
１５分５０円、
最大１０００円（２４時間以内）
とし、
　周辺の他の有料駐車場の動向
を見ながら、上限１０００円を
下げられるようにしようとする
ものです。
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